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土地賃貸借契約書（案）

広島県を甲とし、○○を乙とし、○○を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。

（目的）

第１条 甲は、その所有する次の土地（以下「貸付土地」という。）を乙に賃貸し、乙は、これを賃借す

ることを約した。

（貸付期間）

第２条 前条の賃貸借の期間は、令和８年４月１日から令和 12 年３月 31 日までの４年間とする。

（指定用途等）

第３条 乙は、貸付土地を自動販売機設置（以下「指定用途」という。）のために使用し、それ以外の用

途に使用してはならない。

２ 乙は、貸付土地を指定用途に供するに当たり、別紙「県立学校自動販売機設置事業」に係る仕様書に

定める事項を遵守しなければならない。

（契約更新等）

第４条 賃貸借の期間の満了時において、この契約の更新（更新の請求及び土地の使用の継続によるもの

を含む。）又は賃貸借の期間の延長は行わないものとする。

（貸付料）

第５条 貸付土地の貸付料は、年額金○○○○円（取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。）と

する。

２ 乙は、甲の発行する納入通知書により、毎年４月 30 日までにその年度に属する貸付料を甲に支払わ

なければならない。ただし、当該年度の納期限前までに賃貸借が終了し、又はこの契約が解除された場

合は、甲の指定する日までに支払うものとする。

（貸付料の改定）

第６条 貸付期間中において、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により第５条の貸付料を改

定する必要が生じたときには、甲と乙が協議の上、その額を定めるものとする。

（延滞料）

第７条 乙は、第５条第２項に規定する期限までにその賃借料を支払わなかったときは、その遅延した日

数に応じ、支払うべき賃借料の額につき年 14.5 パーセントの割合（ただし、各年の延滞金特例基準割

合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 93 条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。）に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年 7.25 パーセントの割合に

満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの

割合を加算した割合とする。）をもって算出した金額を延滞料として甲に支払わなければならない。

（契約保証金）

第８条 契約保証金は、免除する。

（光熱水費等）

第９条 乙は、指定用途に係る電気、水道等の甲の施設の使用に伴う使用料を、甲の発行する納入通知書
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により、甲の指定する期日までに甲に支払わなければならない。

（契約不適合責任）

第 10 条 乙は、この契約を締結した後、貸付土地に数量の不足その他この契約の内容に適合しないもの

を発見した場合において、当該契約不適合を理由として、第５条の貸付料の減免又は損害賠償の請求を

することができない。

（使用上の制限）

第 11条 乙は、甲の承認を得ないで、貸付土地の原状を変更してはならない。

（賃借権の譲渡など）

第 12 条 乙は、この契約により生じる権利を第三者に譲渡し、又は貸付土地を転貸し、若しくは担保の

目的に使用してはならない。

（管理義務）

第 13条 乙は、貸付土地を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

２ 乙は、貸付土地の全部又は一部がき損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。

（通知義務）

第 14 条 乙は、乙又は丙が住所又は氏名（法人にあっては、所在地又は名称若しくは代表者若しくはそ

の氏名）を変更したときは、直ちに書面により甲に通知しなければならない。

（商品等の盗難又はき損）

第 15 条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売

上金又は釣り銭の盗難又はき損について、甲の責めに帰することが明らかな場合を除き、その責めを負

わない。

（使用状況の立入調査など）

第 16条 甲は、貸付土地の管理上必要があるときは、その使用状況について、貸付土地に立入調査をし、

又は使用状況の報告を求めることができる。

（必要費等の負担）

第 17 条 貸付土地についての修繕費等の必要費、改良費等の有益費その他貸付土地の使用に伴い必要な

費用は、乙の負担とする。

（契約の解除など）

第 18条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときには、いつでもこの契約を解除することができる。

(1) 乙がこの契約に違反したとき。

(2) 乙が甲に提出した書類の内容について虚偽の事実が認められたとき。

(3) 乙又はその使用人の行為が貸付土地内の秩序を著しく乱すものと認められるとき。

(4) 乙が、銀行取引停止処分を受けたとき、又は破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを

受け、若しくは申立てをしたとき。

(5) 乙が社会的信用を著しく失墜させる行為をしたとき。

(6) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支

店、若しくは営業所（常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同

じ。）が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」という。）

の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。

(7) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与して

いると認められる法人、組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有してい

ると認められる法人、組合等を利用するなどしていると認められるとき。
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(8) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与して

いると認められる法人、組合等に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど積極的に暴力団の

維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(9) 前３号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。

(10) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。

(11) 前各号のほか、この契約を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ

合理的な理由があると甲が判断したとき。

２ 甲は、第２条の貸付期間中に、甲において貸付土地を公用又は公共用に供する必要が生じたときは、

この契約を解除することができる。

３ 甲は、第１項の規定により、この契約を解除した場合において、乙に損害があってもこれを一切補償

しないものとする。

（乙からの解除）

第 19 条 乙は、甲に対して、本契約を終了しようとする６か月前に解約の申入れを行うことにより、本

契約を終了することができる。

（原状回復義務）

第 20 条 乙は、第２条の賃貸借の期間が満了したとき又はこの契約が解除されたときには、貸付土地を

自己の負担において直ちに原状に回復し、速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲の承認を

得た場合は、この限りではない。

（損害賠償）

第 21 条 乙は、次の各号のいずれかに該当した場合には、直ちにその損害を甲に賠償しなければならな

い。

(1) 乙が、この契約に違反し、甲に損害を与えたとき。

(2) 乙が、自己の責めに帰すべき理由により貸付土地をき損したとき。

（第三者への損害の賠償義務）

第 22 条 乙は、貸付土地を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責めに帰す

るべき事由によるものを除き、その賠償の責めを負うものとする。

２ 甲が、乙に代わって前項の賠償の責めを果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができる

ものとする。

（貸付料の返還）

第 23 条 甲は、本契約が終了又は解除された場合など、乙から既に納付された貸付料を返還しない。た

だし、第 18 条第２項に規定する契約の解除等、甲が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全

部又は一部を返還することができる。

（連帯保証人）

第 24 条 丙は、本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務（以下「主債務」という）につき、

乙と連帯して履行の責めに任ずる。

２ 前項の丙の負担は、本契約締結時の第５条の貸付料（年額）相当額を限度とする。

（疑義の解決）

第 25条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、

法令に定めるところによるほか、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。



- 4 -

この契約の締結を証するため、契約書３通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印をして、各自その１通

を所持する。

令和 年○月○日

甲 広島県

契約担当職員

広島県教育委員会教育長 篠田 智志 ㊞

乙

㊞

丙

㊞


